
神 戸 マリオットホテル

G U E S T  
S E R V I C E S  
D I R EC TO R Y





お荷 物 のお 預 かり、宅 配 のお 手 伝 い

コピーサービス

インル ームダイニング（ ル ームサービス）

客 室インターネットご 利 用 方 法 のご 案 内

ランドリーサービス

落としものについてのお 問い 合 わ せ

ファックス、郵 便 物 のご 手 配

タクシー のご 手 配

交 通 機 関  運 行 時 間 のご 案 内

モ ーニングコール

アット・ユア・サービス®

“神戸マリオットホテルでは、お客様により快適にご
滞在いただくため、各種ご用命やお問合わせにお応
えする「At Your Service®（アット･ユア･サービス）
」を導入しております。客室内の電話に設置されて
いる「At Your Service®」ボタンよりお申し付けくだ
さい。 
 
そのほかご要望がございましたら、お気軽に 
「At Your Service®」までご連絡くださいませ。“



レストラン
�  中国料理「マンダリンコート」’

•  B1

•  EXT.2010

•  ランチ	 11:30 - 14:30 (14:00LO)

       ディナー	 17:30 - 22:00 (21:30LO) 
	    月曜日と火曜日は定休日です。
�  ロビーラウンジ「ハーバーカフェ」

•  1F

•  EXT.2114

•  6:30 - 22:00

�  オールデイダイニング「The Grill Table」
•  17F

•  EXT.2170

•  朝食	 06:30 - 10:00 (09:30LO)

       ランチ (Weekdays)

       	 11:30 - 14:30 (14:00LO)

       ランチ (Weekends)

       	 11:30 - 15:00 (14:30LO)

      アフタヌーンティー 11:30 - 17:30 (17:00LO)    

	     ディナー (weekdays)

	      	 18:00 - 22:00 (21:30LO)

	     ディナー  
	     (Saturdays’ & Days before Holidays)

		  17:30 - 22:00 (21:30LO)

	     ディナー (Sundays’ & Holidays)

		  17:30 - 21:00 (20:30LO)

エグゼクティブラウンジ (M CLUB)

•  17F

•  EXT.2820

•   Lounge		  6:30 - 22:00

•   朝食			   06:30 - 09:30

         オードブル 		  17:30 - 20:00

エグゼクティブ ラウンジの 特別な 特 典を
ご体 験ください。以下の無 料サービスとア
メニティをご 利 用いただけます。
*エグゼクティブラウンジのご 利用は、エグ
ゼクティブフロアに 
ご 宿 泊のお 客 様、および マリオットボンヴ
ォイ プラチナエリート
以 上の会員様に限らさせていただきます。

会 議 室・宴 会 場
ご利用の際は「At Your Service®」までご連絡
ください。大小8つの会議室と宴会場をご用意
しております。

貴 重 品 

客室内のセーフティボックスは、チェストの引き
出しの中にございます。

客 室アメニティ
ご利用の際は「At Your Service®」 
までご連絡ください。 

プライバシー
“客室係の入室を希望されない場合は、 
「Do Not Disturb」のスイッチを押してご設定 
ください。”

ランドリーサービス
ご利用の際は「At Your Service®」 
までご連絡ください。

フィットネス ル ーム
•	7F 

•	24時間営業（カードキーでご利用いただけます）

クラブ＆ス パ
•  7F

•	営業時間：15:00～23:30（最終入場23:00）

サービス＆ 
インフォメーション		



喫 煙 ポリシー
全室禁煙とさせていただいております。客室内での
喫煙が確認された場合は、 30,000円の清掃費を申
し受けます。

交 通 機 関
・JR神戸駅
　地下通路でホテルに直結、所要時間 約2分
・神戸空港
　神戸駅よりポートライナー（三宮経由）で約3 		
	   分、タクシーで約15分
・大阪伊丹空港
	  リムジンバスで三宮まで、その後JR線で神戸駅 約		
	   40～50分 タクシー約60分”
・関西国際空港（KIX）
	 リムジンバス（直通 三宮行き） 約60分、
	 その後JR線で神戸駅 約5分”
・東京駅
　新幹線で新神戸駅まで 約2時間30分、新神戸駅		
	   からタクシー 約15分

周 辺 観 光 スポットのご 案 内
•	神戸ポートタワー：徒歩約10分
神戸のシンボルタワー。360度の展望デッキからは、
市街地や港、六甲山の景色をお楽しみいただけま
す。

•	メリケンパーク：徒歩約10分
ポートタワーや海洋博物館のあるウォーターフロン
トパークです。海沿いをのんびり散策するのにぴっ
たりです。

•	神戸ハーバーランド：ホテル隣接
「デュオ神戸」地下街でホテルと直結しており、ショ
ッピングやグルメを気軽に楽しめます。
ウォーターフロントの遊歩道や観覧車の景色も魅
力です。

•	南京町（神戸中華街）：徒歩約15分
本格中華の屋台が並ぶ賑やかなエリア。日本三大中
華街のひとつとして人気です。

•	生田神社：車で約10分
三宮の中心にある歴史ある神社で、静かで落ち着い
た時間を過ごせます。

•	六甲山： 車で約30分
神戸・大阪湾の夜景が楽しめる山のリトリート。ハイ
キングやカフェで自然と景色を満喫できます。

駐 車
•	ホテル内駐車場をご利用いただけます。 
30分毎：250円 /  1滞在：1,500円 

FAXサービス
受信番号　078-362-1159
FAXを受信されますと、客室内の電話のメッセージラ
ンプが点灯します。ファックスはフロントにてお受け
取りいただけます。ご希望によりお部屋まで 
お届けすることも可能です。 

クイックガイド
•	ホテル電話番号　078-362-1155
•	国番号                      + 81

客 室 間 通 話
8Fおよび9Fの客室へおかけになる際は、「1」の後に
お部屋番号をダイヤルしてください。 
その他のフロアへは、お部屋番号を直接ダイヤルい
ただけます。

外 線
0の後に電話番号を押してください

国 際 電 話
0 の後に「 001 + 010 + 国番号 + 地域番号 + 電話番
号」を押してください。 
※地域番号の最初の0は省略してください

メッセージランプ
お部屋のメッセージランプが点滅している場合は 
「At Your Service®」までご連絡ください。

クレジットカード
American Express、 
Visa、MasterCard、Discover、Diners 
Club、Unionpay、JCBがご利用いただけます。
電子マネー、ICカード、QRコード決済  
Apple Pay、Google Pay

 
 

コン シェルジュサービス 
ご利用の際は「At Your Service®」 
までご連絡ください。
 
マリオットボンヴォイ
Marriott Bonvoy™は、世界に広がる30の個性豊か
なホテルブランドと無限の体験への扉を開きます。
会員限定の特典として、無料Wi-Fi、メンバー専用料
金、そして旅へと導くポイントなど、さまざまなメリッ
トをご利用いただけます。
旅は、Marriott Bonvoyアプリから始まります。
次はどこへご案内いたしましょうか。
ご入会は、marriottbonvoy.com から。

両 替
1 F ロビーにございます。24 時 間ご 利 用い
ただけます。

宅配サービス
ご利用の際は「At Your Service®」 
までご連絡ください。

緊 急・セキュリティ連 絡 先
“「AT YOUR SERVICE®」までご連絡ください。 
非常時の避難経路図は、客室ドア裏面に掲示してお
ります。”

体 が 不自由なお 客 様 へ の サービス
ご支援が必要な場合は、「At Your Service®」 
までお電話ください。 
バリアフリールーム、車いすをご用意しております

落とし 物 についてのお 問い 合 わ せ

「AT  Y O U R  S E R V I C E ®」までご 連 絡くだ
さい 。 
 
喫 煙 所

当ホテルは禁煙となっております。 
喫煙される場合はホテル外の喫煙エリアをご利用く
ださい。

サービス＆
インフォメーション



お 客さまへ のお 願 い
神戸マリオットホテルをご利用賜り、厚く御礼申し上
げます。お客様の安全確保につきましては、常に万全
を期し、防災体制を整えておりますが、万一に供え、
ご一読くださいますよう、お願い申し上げます。

お 部 屋に 到 着されましたら
・ ドア内側の避難経路図で非常口を2ヶ所以上ご 
	     確認ください。
・ 各フロアには、非常口へ通じる２つの避難路がご	        	
	    ざいますので、実際に歩いてお確かめください。
・ 火の元には、くれぐれもご留意ください。

火 災を 発 見され た 場 合 には
・ 「At Your Service®」までご通報ください。
・ 近くの客室にお泊まりの方にもお知らせいただく  	
      と安心です。
・ 火の煙や臭いを感じた場合は、迷わず 
   「At Your Service®」までご連絡ください。

ホテル 内 で火 災 が 発 生した 場 合 には
・ 非常放送により、火災の発生をお知らせ 
      いたします。
・ ホテル従業員が安全な場所へ誘導しますので、 
     落ち着いて避難してください。

避 難される 場 合 には
・ お部屋を離れる際は、煙や火の拡散防止のため、   	
      必ずドアをお閉めください。
・ 口と鼻を濡れたタオルで覆ってください。
・ 壁に沿って低い姿勢で煙のない非常口に向かって   	
      お進みください。
・ エレベーターは絶対に使用しないでください。
・  安全な場所に避難した後は、建物には戻らない    	
      ようお願いいたします。”

 

地 震 が 起きたら
・ 館内放送の指示に従ってください。
・ 窓やガラス製品から離れてください。
・ 頭部を防備し、安全な場所で揺れがおさまるまで   	
      お待ちください。
・ タバコの火はすぐに消してください。
・ 地震発生時はエレベーターは使用しないで 
     ください。”

お客様の安全のために



第1条 適用範囲 

1.当ホテルと宿泊客との間で締結される宿泊契約およびこれに関連
する契約は、本約款の適用を受けるものとします。本約款に定めの
ない事項については、法律および法令（以下「法令」といい、法令に
基づくものを含む）および／または一般に認められた慣習に従うも
のとします。

2.当ホテルが法令または一般に確立された慣習に反しない範囲で、宿
泊客と特別な契約を締結した場合には、その特別契約は、前項にかか
わらず本約款に優先して適用されます。

第2条　宿泊契約の申込み

1.宿泊契約を当ホテルに申し込もうとする者は、次の事項を当ホテル
に申し出ていただきます。

　(1) 宿泊者名

　(2) 宿泊日および到着予定時刻

　(3) 宿泊料金（原則として、別表第1に掲げる基本宿泊料金による。

　(4) その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が、前項第２号に定める宿泊日を超えて宿泊の延長を申し出
た場合、当該申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申込みがあ
ったものとみなします。

第3条　宿泊契約の成立等

1.宿泊契約は、前条の申込みに対し、当ホテルが申し込みの承諾をし
たときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しないことを
証明した場合はこの限りではありません。

2.前項により宿泊契約が成立した場合、宿泊客は、宿泊期間の宿泊料
金（宿泊期間が3日を超える場合は3日分）の範囲内で当ホテルが定め
る申込金を、当ホテルが指定する期日までにお支払いいただきます。

3.申込金は、まず宿泊料金の支払いに充当し、次に第6条に定める違
約金、さらに第18条に定める損害賠償金の順に充当します。残額があ
る場合は、第12条に定める宿泊料金精算時に返金します。

4.宿泊客が前項の申込金を当ホテルの指定期日までに支払わなかっ
た場合、当ホテルは宿泊契約が無効となったものとして取り扱いま
す。ただし、申込金の支払期限を指定する際に、その旨を宿泊客へ通
知した場合に限ります。

第4条の１　申込金を要しない特約

1.当ホテルは、前条第2項の規定にかかわらず、同項に基づき宿泊契
約が成立した後に、申込金を要しない特別契約を締結することがあ
ります。

2.当ホテルが、前条第2項に定める申込金の支払いを求めず、または宿
泊契約申込みの受諾時に申込金の支払期日を指定しなかった場合に
は、当ホテルが前項の特別契約を承諾したものとして取り扱います。

第4条の2　施設における感染防止対策への協力の求め 
 
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法第4条の2第1項の
規定に基づき、感染防止対策への協力を求めることがあります。（昭
和２３年法律第１３８号）

第5条　感染防止対策への協力のお願い

当ホテルは、宿泊客に対し、旅館業法第4条の2第1項の規定に基づ
き、感染防止対策への協力を求めることがあります。（昭和２３年法
律第１３８号）

 

第5条の１　宿泊契約の締結拒否

当ホテルは、以下のいずれかに該当する場合には、宿泊契約の締結に
応じないことがあります。ただし、本項の規定は、旅館業法第5条に
規定される場合以外に当ホテルが宿泊を拒否できることを意味する
ものではありません。

1.宿泊の申込みが本約款の定めに適合しないとき。

2.満室により客室の余裕がないとき。

3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令に違反し、または公の秩序
もしくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

4.宿泊しようとする者が、次のAからCのいずれかに該当すると認め
られるとき。

A.	 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法
律第77号）第2条第2号に定める暴力団、同条第6号に定める
暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、その他反社会的
勢力に該当する者

B.	 暴力団または暴力団員がその事業活動を支配する法人その
他の団体

C.	 役員のいずれかが暴力団員である法人

5.宿泊しようとする者の言動が、他の宿泊客著しい迷惑を及ぼすおそ
れがあるとき。

6.宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に定める特
定感染症の患者等に該当するとき（以下「指定感染症の患者」とい
います）。

7.宿泊に関し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負
担を求めたとき(平成２５年法律第65号。以下「障害者差別解消法」
という）。

（障害者差別解消法第7条第2項または第8条第2項に基づく社会的
障壁の除去を求める場合を除く）。

8.宿泊しようとする者が、旅館業法施行規則第5条の6に規定する、業
務遂行上過重な負担となり、他の宿泊客の宿泊サービス提供を著し
く妨げるおそれがある要求を繰り返し行ったとき。

9.天災、施設の故障その他やむを得ない事由により、宿泊の提供が
できないとき。

10.都道府県の条例で定められた「その他当該都道府県の条例で定め
る事由」に該当するとき。 

第5条の1　宿泊契約締結拒否の理由説明

１.宿泊しようとする者は、前条に基づき当ホテルが宿泊契約の締結
を拒否した理由について、説明を求めることができます。

神戸マリオットホテルでは、宿泊屋約款第10条に基づき、お客様が当
ホテルご滞在中に、快適かつ安全にお過ごしいただくことを目的に、
下記の利用規約を定めておりますので、ご協力をお願い申し上げま
す。万一この規則をお守りいただけなかった場合は、宿泊約款第7条
により、宿泊の継続および館内諸施設のご利用をお断り申し上げる
ことがございます。また規則に反した結果生じた事故については、当
ホテルでは責任を負いかねますので、ご了承いただきますようお願い
申し上げます。 
 
1. 客室 
(1) 客室を宿泊以外の目的で使用されることはお断りいたします。 
(2) 客室およびロビーなどのホテル内施設を、ホテルの許可なくビジネ
ス活動やパーティー、オフィスなど、 宿泊以外の目的での使用をお
断りいたします。 
(3) 喫煙所以外での喫煙は禁止いたします。 
(4) 客室内および廊下において、火災の原因となるような行為また加
熱や調理など熱を発生する器具等の持ち込みおよびご使用は禁止
いたします。 
(5) 客室の最大ご利用人数は3名まで（12歳未満のお子様がエキスト
ラベッドを使用する場合を含む）です。ただし、大人がお子様（12歳
未満）とベッドを共有する場合には、4名様までご利用いただけます。 
 
2. 貴重品 
ご滞在中の貴重品は客室内のセーフティボックスをご利用いただく
か、フロントデスクにお預けください。 
ご利用はご滞在中に限らさせていただきます。 
なお、万一ご貴重品の紛失や盗難が発生した場合でも、ホテルでは一
切の責任を負いかねます

3. 客室の鍵および施錠 
(1) お部屋を離れる際は、必ず施錠をお願いいたします。 
(2) お客様の在室時は、必ずドアチェーンをおかけください。 
(3) ドアをノックされた際はドアチェーンをかけた状態でご応対いた
だき、ドアスコープが設置されている 場合にはドアスコープにてご確
認ください。

4. 来訪者 
(1) 客室の備品や家具は、宿泊者以外の方のご利用はご遠慮 
ください。 
(2) ご訪問客との22時以降の客室内でのご面会はご遠慮願います。

5. お支払い 
(1) ご滞在中にお精算をお願いする場合がございます。その際はその
都度お支払いください。 
(2) ご到着時またはご滞在の延長時には、保証金（デポジット）のご提
供をお願いする場合がございます。 
(3) 宿泊者以外の方が宿泊者のご利用分をお支払いになる場合で、指
定された期日までにお支払いがない場合は、宿泊者に直接お支払い
をお願いする場合がございます。 
(4) ホテルご滞在中のご料金は、現金または当ホテルが認めたクレジ
ットカード等とさせていただきます。 
(5) ホテル内のレストランやバーでご精算いただく際は、必ずルームキ
ーをご提示ください。

6. 他のお客様のご迷惑となるお持ち込みや行為をお 
断りいたしております

(1) 動物、鳥類等（障碍者補助犬を除く 
(2) 悪臭を発するもの 
(3) 常識的な量や大きさを超えるもの 
(4)  鉄砲や刀剣、麻薬、覚せい剤など、法令で所持を禁じられてい
るもの 
(5) 発火または引火しやすい火薬や揮発油等 
(6) 賭博や風紀を乱すような行為 
(7) 過度の飲酒、騒音、喧嘩や乱暴な行為など、他のお客様に迷惑を
及ぼす行為 
(8) バスローブやスリッパ等のまま客室を離れる行為 
(9) 他のお客様に、広告などの配布や物品の販売をする行為 

(10) ホテル外からの飲食のお持ち込みや配達注文 
(11)  廊下やロビーに所持品をの放置する行為 
(12) 保護の許可がない未成年者のみのご宿泊 
(13) 自己または他の宿泊者、施設に対して、身体的・精神的に危害を
及ぼす可能性のある行為 
(14)  適切な付き添いのない病人・負傷者のご宿泊 
(15) ホテルの施設備品を破損・紛失した場合、ホテルは損害賠償を請
求する場合があります 
(16) ホテルの設備備品等の本来の目的以外の使用や、外部への持
ち出し 
(17) 他のお客様に不快感や迷惑をおかけするような疾病を有する方
のご利用はをお断りさせていただく場合がございます。 
(18) ホテル内で撮影した写真を、許可なく商業目的で公開すること
は禁じます。 
(19) 非常時を除き、バックヤード、機械室、非常口などの禁止区域へ
の立ち入りはご遠慮ください。”

7. お忘れもの（落としもの） 
お忘れもの等の紛失物は、法律に基づいてお取り扱いさせていただ
きます。

8. お預かりもの 
(1) お客様からの荷物等のお預かりは、ご滞在の期間に限ります。 
(2) 生鮮品のお預かりは、原則としてお断りいたします。”

9. Governing Language 
本規則は日本語と英語で作成されておりますが、両文の間に不一致ま
たは相違がある場合は日本文を優先するものとします。

施 設 利用規 則 宿泊契 約の利用規 約



第6条　宿泊客による宿泊契約の解除権

1.宿泊客は、当ホテルに通知することにより宿泊契約を解除すること
ができます。

2.宿泊客がその責に帰すべき事由により宿泊契約を全部または一部
を取消した場合（ただし、第3条第2項に定める期間内にホテルが宿
泊預り金の支払いを求め、宿泊客が取り消した場合を除く）、宿泊客
は添付の表2に定める取消料を支払うものとします。ただし、第4条第
1項に定める特別契約が締結されている場合には、宿泊客が取消を行
った場合の取消料の支払い義務について通知を受けている場合に限
り、同様に適用されるものとします。

3.宿泊客が宿泊日当日の午後6時までに到着されない場合（到着予定
時刻を事前に連絡している場合は、その2時間後）、当ホテルは宿泊
契約が宿泊客により解除されたものとみなすことがあります。

第7条　ホテルによる宿泊契約の解除権

1.当ホテルは、以下のいずれかに該当する場合には、宿泊契約を解除
することがあります。

ただし、本項の規定は旅館業法第5条に規定される場合以外に宿泊
の拒否ができることを意味するものではありません。

1. 宿泊客が法令または公序良俗に反する行為を行い、またはそのおそ
れがあると認められるとき。

2. 宿泊客が以下のAからCのいずれかに該当すると認められるとき

A.	  暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係者、その他反
社会的勢力

B.	 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他
の団体

C.	 役員のいずれかが暴力団員である法人

3. 宿泊客の言動が他の宿泊客に迷惑を及ぼすとき

4. 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき

5. 宿泊客が宿泊に関し、暴力的要求行為または合理的範囲を超え
る負担を求めたとき（ただし、宿泊客が「障害者差別解消法」の第
7条第2項または第8条第2項に定める社会的障壁の除去を求める場
合は除く）

6. 宿泊客が旅館業法施行規則第5条の6に規定する、業務遂行上過
重な負担を伴い、他の宿泊客へのサービス提供を著しく妨げるおそれ
がある要求を繰り返したとき

7. 天災等やむを得ない理由により宿泊の提供ができないとき

8. 都道府県の条例に定める宿泊拒否事由に該当するとき

9. 宿泊客が寝室内での喫煙、消防設備への不正行為、その他当ホテ
ルの規則（火災予防上必要なものに限る）に違反したとき

１０．前項に基づき宿泊契約を解除した場合、当ホテルは、宿泊客が
受けていないサービスについて料金を請求しません。

第7条の2　宿泊契約解除の説明

当ホテルが前条に基づき宿泊契約を解除した場合、宿泊客はその理
由の説明を求めることができます。

第8条　宿泊の登録

1.宿泊客は、宿泊日にフロントにおいて、次の事項を登録していただ
きます。

1.	 氏名・住所・連絡先

2.	 日本国内に住所を持たない外国人の場合、国籍およびパスポ
ート番号

3.	 その他当ホテルが必要と認める事項

2.ゲストが第12条に従って、日本円以外の手段（トラベラーズチェッ
ク、クーポン、クレジットカード等）で宿泊料金を支払う意思がある場
合、これらの証明書類は、前項に従い、登録時に事前に提示されなけ
ればなりません。 
 
第9条（客室の使用時間）

1.宿泊客が客室を使用できる時間は、到着日午後3時から出発日正午
までとします。ただし、連泊の場合は到着日および出発日を除き、終
日客室を使用することができます。

2.日本国内に住所を持たない外国籍の宿泊客については、パスポート
の提示およびコピーの提出を求めることがあります。

3.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、客室の使用時間延長を認め
る場合があります。この場合、次の追加料金を申し受けます。

1.	 午後3時まで：室料の30％

2.	 午後6時まで：室料の50％

3.	 午後6時以降：室料の100％

第10条　利用規則の遵守

宿泊客は、当ホテルが定める館内規則に従っていただきます。館内規
則は、館内各所に掲示しています。

第11条　営業時間

1.当ホテルの施設の営業時間は、館内掲示、パンフレット、客室内サ
ービスディレクトリ等にてご案内します。

2.営業時間は、やむを得ない事情により変更する場合があります。そ
の際は適切な方法によりお知らせします。

 
第12条　料金の支払い

1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内容は、別表第1に記載のとお
りです。

2.前項に記載された宿泊料金等は、ゲストのチェックアウト時または
ホテルの請求がある場合に、日本円でフロントにて支払われなければ
なりません。ホテルが認めるその他の手段としては、トラベラーズチェ
ック、クーポン、クレジットカードがあります。

3.宿泊客が提供された施設を任意に利用しなかった場合でも、宿泊
料金をお支払いいただきます。

 
第13条　当ホテルの責任

1.当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約を履行し、または
履行しなかったことによって宿泊客に損害が生じた場合、その損害を
賠償します。ただし、当ホテルの責に帰さない事由による損害につい
てはこの限りではありません。

2.当ホテルは、火災その他の予期せぬ事故に備え、旅館賠償責任保
険に加入しています。

第14条　契約した客室を提供できない場合の取り扱い

1.当ホテルが契約した客室を提供できない場合、可能な限り宿泊客の
承諾を得て、同等の他施設の客室を手配します。

2.前項による他施設の手配ができないときは、当ホテルは宿泊客に違
約金相当額の補償金を支払います。この補償金は損害賠償に充当し
ます。ただし、当ホテルの責めによらない事由により客室を提供でき
ない場合には、補償金を支払いません。

 
第15条　寄託物等の取扱い

1.宿泊客がフロントに預けた物品、現金、貴重品が滅失、破損等した
場合、当ホテルは、不可抗力による場合を除き損害を賠償します。た
だし、当ホテルが価値の申告を求めたにもかかわらず宿泊客が申告し
なかったときは、その賠償額は最高150,000円を限度とします。

2.宿泊客が館内に持ち込んだ物品・現金・貴重品が滅失、破損等した
場合で、当ホテルの故意または過失によるときは損害を賠償します。
ただし、その種類・価値を事前に申告していない場合は、当ホテルに
故意または重大な過失がある場合を除き、賠償額は150,000円を限
度とします。

 
第16条　宿泊客の手荷物又は所持品の保管

1.ゲストの手荷物が到着前にホテルに持ち込まれた場合、ホテルは、
かかる保管の依頼がホテルによって承諾された場合に限り、その保管
について責任を負います。手荷物は、ゲストのチェックイン時にフロン
トにて引き渡されます。

2.チェックアウト後に遺失物が見つかり、所有者が判明した場合は連
絡し指示を求めます。指示がない場合、または所有者が不明の場合
は、発見日を含む7日間保管し、その後警察へ届け出ます。

3.前二項の場合におけるゲストの手荷物および所持品の保管に関す
るホテルの責任は、第1項の場合には前条第1項の規定に従い、第2項
の場合には同条第2項の規定に従うものとします。

第17条　駐車の責任

宿泊客がホテル敷地内の駐車場を利用する場合、ホテルは当該車両
の保管について責任を負わないものとします。これは、ホテルが単に
駐車スペースを提供しているものとみなされるためであり、車両の鍵
がホテルに預けられたかどうかを問いません。ただし、ホテルが駐車
場の管理において故意または過失により生じた損害については、ホテ
ルは宿泊客に対して賠償するものとします。

第18条　宿泊客の責任

宿泊客は、故意または過失により当ホテルに損害を与えた場合、その
損害を賠償します。 

第19条　準拠言語

本約款は日本語および英語で作成されています。内容に相違がある
場合は、日本語版を優先します。

第20条　合意管轄および準拠法

本約款、当ホテルと宿泊客との宿泊契約および関連契約に関する紛
争が生じた場合、第一審の専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所
とします。また、本約款および宿泊契約および関連契約は、日本法に
準拠し解釈されます。

別表第1　宿泊料金等の算定方法

宿 泊 客
が 支 払う
総 額

内容

宿泊料金

1. 基本宿泊料(室料)

2. サービス料((l)
x10%)

追加料金

3.  飲食料その他の
利用代

4. サービス料((3)
x10%)

税 5. 消費税

本規定は、最新の税法改正に従うものとします。

別表第2　違約金

予 約 取 消日
個人 団体

7室まで 1日あたり8室以上

当日の 無 連 絡（ N O 

S H O W )
100% 100%

宿 泊日当日 100% 100%

1  -7  日前 - 100%

8 -1 4  日前 - 80%

1 5 - 3 0  日前 - 50%

注記

1. このパーセンテージは、宿泊期間全体に対する、宿泊客が支払うべ
き合計金額に対するキャンセル料の割合を示します。

2. 契約日数が短縮された場合、短縮された日数に関わらず、初日のキ
ャンセル料は宿泊客が支払うものとします。
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